
黒田庄中学校いじめ防止対応チーム 

 

 いじめ問題への組織的な取組を推進するため、いじめ問題に特化した機動的な「黒中いじめ防止対応チーム」

を設置し、このチームを中心として、教職員全体で共通理解を図り、学校全体でいじめ対策を行う。 

 また、定期的に「いじめ防止対策会議」を開催し、いじめに係る諸課題について協議・検討する。 

 

  参考  

 

 

 

 

◆構成  校長、教頭、生徒指導担当、学年主任、生徒支援、特別支援教育コーディネーター、養護教諭、

スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《構成員》 

校長、教頭、生徒指導担当、 

学年主任、生徒支援、特別支援教

育コーディネーター、養護教諭、

スクールカウンセラー、スクール

ソーシャルワーカー 

  

市教委   青少年センター 

      教育相談窓口 

関係機関  中央子ども 

センター 

市役所   児童福祉課 

黒中校区青少年 

健全育成会議 

（第３者委員含） 
西脇警察署（生活安全課） 

職員会議 

播磨東教育事務所 

 加東教育振興室（内） 

 学校支援チーム 等 

校内組織 （個々の組織との連携） 

 

 

 

 

 

 

 

 

１学年（団） 

 学年生徒指導担当 

 

２学年（団） 

 学年生徒指導担当 

 

３学年（団） 

 学年生徒指導担当 

 

部活動顧問 

 副顧問 等 

 

人権教育部会 

道徳部会 
特別活動部会 教科部会 

いじめ防止対策推進法（第 22条） 

 学校は、当該学校におけるいじめ防止などに関する措置実行的に行うため、当該学校の複数の教職員、 

心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者その他の関係者により構成されるいじめ防止等の対策の

ための組織を置くものとする。（平成 25年６月 28日公布、平成 25年９月 28日施行） 

 

学校保健委員会 

（第３者委員含） 

学校評議委員会 

（第３者委員含） 
いじめ対策会議 

役割 ・学校基本方針に基づく取組の実施や年間計画の作成 

・校内研修会の企画 

・実態把握や情報収集 

・いじめが生じた場合の組織的対応 

・いじめ事案の調査 

・保護者、地域への情報提供 

   ・いじめ防止等についての取組の検証、改善 等 


